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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の液晶を含む液晶調光層と、
　材質に酸化したニクロム合金を包含して前記液晶調光層の両側にそれぞれ設置する第一
耐赤外線透光導電層及び第二耐赤外線透光導電層と、
　前記液晶調光層から離れた前記第一耐赤外線透光導電層の一方及び前記液晶調光層から
離れた前記第二耐赤外線透光導電層の一方にそれぞれ設置する第一透光基板及び第二透光
基板と、
　を包括し、
　前記第一耐赤外線透光導電層と前記第二耐赤外線透光導電層に対して通電を行うことで
、前記液晶調光層は外加電場を発生し、これ等液晶は前記外加電場に合わせて配向され、
前記液晶調光層の透光度をさらに変化させることを特徴とする高分子分散型液晶調光構成
。
【請求項２】
　前記第一耐赤外線透光導電層と前記第一透光基板との間に設置する第一抗酸化保護層と
、前記第二耐赤外線透光導電層と前記第二透光基板との間に設置する第二抗酸化保護層と
をさらに包括することを特徴とする請求項１に記載の高分子分散型液晶調光構成。
【請求項３】
　 前記第一抗酸化保護層及び前記第二抗酸化保護層は、材料に二酸化チタンが含まれる
ことを特徴とする請求項２に記載の高分子分散型液晶調光構成。
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【請求項４】
　前記液晶調光層から離れた前記第一透光基板の一方に設置する耐紫外線層をさらに包括
することを特徴とする請求項1に記載の高分子分散型液晶調光構成。
【請求項５】
　前記第一透光基板から離れた前記耐紫外線層の一方に設置する剥離層をさらに包括する
ことを特徴とする請求項４に記載の高分子分散型液晶調光構成。
【請求項６】
　前記第一透光基板及び前記第二透光基板は、ポリエチレンテレフタラート、ポリエチレ
ンナフタレート、ガラス、ポリイミド、ポリシクロオレフィンポリマー、環状オレフィン
共重合体及びこれ等の組合せから成る化合物のいずれかとすることを特徴とする請求項１
に記載の高分子分散型液晶調光構成。
【請求項７】
　前記第一透光基板及び前記第二透光基板の材料は、厚さ０．３ミリメートル以下のガラ
スであることを特徴とする請求項６に記載の高分子分散型液晶調光構成。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は調光構成に関するものであり、特に高分子分散液晶調光構成について述べたも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　科学の日進月歩により、過度の光線が室内に入射しないよう防ぐため、現在のガラス表
面には断熱シートが設けられているか、もしくは、高分子分散型液晶（Ｐｏｌｙｍｅｒ－
ｄｉｓｐｅｒｓｅｄ　ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌｓ，ＰＤＬＣ）や、低放射ガラス（
Ｌｏｗ－Ｅ　ｇｌａｓｓ）、エレクトロクロミックガラス等に置き換えられているが、上
述の四者にはそれぞれ長所と短所があり、中でも、高分子分散液晶とエレクトロクロミッ
クガラスとは、完全に光線を遮蔽して透光度の切り替えを行うことで、使用者の建築用ガ
ラスに対するニーズを満たしており、且つ高分子分散分散型液晶層は、反応速度と製造コ
ストとの面でエレクトロクロミックガラスより優れているため、建築用ガラスとして大量
に応用される機会がある。
【０００３】
　よく見る高分子分散液晶構成として、例えば、特許文献１のような「Ｌｉｇｈｔ－ｒｅ
ｇｕｌａｔｉｏｎ　ｍｅｍｂｒａｎｅ」は、高分子分散型液晶層と、前記高分子分散液晶
の一方に設置する表面構成層と、前記表面構成から離れた前記高分子分散型液晶層のもう
一方に設置する粘着層とを包括し、そのうち、前記高分子分散型液晶層は、液晶層と、前
記液晶層の両側にそれぞれ設置する二つの導電層と、前記液晶層から離れたこれ等導電層
の一方にそれぞれ設置する二つの第一高分子化合物層と、前記液晶層から離れたこれ等第
一高分子化合物層の一方にそれぞれ設置する二つの感圧粘着層と、前記液晶層から離れた
これ等圧粘着層の一方にそれぞれ設置する二つの第二高分子化合物層とを包含している。
前記感圧接着層を利用して透明なガラスの上に接着し、さらにこれ等導電層に通電を行う
ことで、前記液晶層に外加電場を形成し、且つその中の液晶を配向することで、透過する
光の量を制御することができる。
【０００４】
　しかしながら、前記高分子分散型液晶層は、室内に入射する可視光量を調整することが
できるが、室内の温度を上昇させる赤外線を防ぐことはできず、使用者が大量の光を室内
に取り入れたい場合、室内の温度が上昇してしまい、冷房装置等を使用して温度を下げる
ことになり、エネルギーの浪費につながるため、どのようにして、光量を調節すると同時
に赤外線も遮断するかが当該業者間の課題となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】アメリカ特許公開第ＵＳ２０１１０２５５０３５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の主要目的は、高分子分散型液晶が赤外線を遮断することができないという課題
を解決することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的を達成するため、本発明は、液晶調光層と、第一耐赤外線透光導電層と、第
二耐赤外線透光導電層と、第一透光基板と、第二透光基板とを包括し、前記液晶調光層は
複数の液晶を包含し、前記第一耐赤外線透光導電層及び前記第二耐赤外線透光導電層は材
質にニクロム合金を包含して前記液晶調光層の両側にそれぞれ設置し、前記第一透光基板
及び前記第二透光基板は前記液晶調光層から離れた前記第一耐赤外線透光導電層の一方及
び前記液晶調光層から離れた前記第二耐赤外線透光導電層の一方にそれぞれ設置し、前記
第一耐赤外線透光導電層と前記第二耐赤外線透光導電層に対して通電を行うことで、前記
液晶調光層は外加電場を発生し、これ等液晶は前記外加電場に合わせて配向され、前記液
晶調光層の透光度をさらに変化させる、高分子分散型液晶調光構成を提供している。
【発明の効果】
【０００８】
　上述より、本発明は以下に示す特徴を有する。
　第一に、前記第一耐赤外線透光導電層及び前記第二耐赤外線透光導電層を設置すること
で、導電と同時に赤外線を遮断することができ、尚且つ二つの機能を一つの層に併せ持つ
ことから層の数を低減することで、コストと構成の厚さとを減らすことができる。
　第二に、前記第一耐赤外線透光導電層及び前記第二耐赤外線透光導電層を設置すること
で、赤外線の入射を遮ることから、熱エネルギーの発生を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】通電前の本発明に係る第一実施例を示す模式図である。
【図１Ｂ】通電後の本発明に係る第一実施例を示す模式図である。
【図２】本発明に係る第一実施例の使用を示した模式図である。
【図３】本発明に係る第二実施例の使用を示した模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明に係る詳細な説明及び技術内容について、図面を参照しつつ、以下において説明
する。
【００１１】
　図１Ａ及び図１Ｂを参照すると、本発明は、液晶調光層１０と、第一耐赤外線透光導電
層２１と第二耐赤外線透光導電層２２と、第一透光基板３１及び第二透光基板３２を包括
し、前記液晶調光層１０は複数の液晶１１を包含し、前記第一耐赤外線透光導電層２１及
び前記第二耐赤外線透光導電層２２は前記液晶調光層１０の両側にそれぞれ設置し、前記
第一透光基板３１及び第二透光基板３２は前記液晶調光層１０から離れた前記第一耐赤外
線透光導電層２１の一方及び前記液晶調光層１０から離れた前記第二耐赤外線透光導電層
２２の一方にそれぞれ設置している。そのうち、前記第一耐赤外線透光導電層２１及び前
記第二耐赤外線透光導電層２２は、材料をニクロム合金或いは酸化したニクロム合金とす
ることで、赤外線の入射を遮ることから、熱エネルギーの発生を低減し、且つ前記ニクロ
ム合金の酸化程度を調整することで、本発明に係る高分子分散液晶調光構成の色温度と、
前記第一耐赤外線透光導電層２１及び前記第二耐赤外線透光導電層２２の耐赤外線の程度
を調節することができ、また、本発明に係る色温度を調節することにより、使用者の異な
る要望に合わせ、顧客に応じた設計が可能となる。
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【００１２】
　例えば、ビルにフランス窓や、車両の天窓及び一般の窓に取り付けるとすると、それぞ
れ異なる遮光程度及び色温度を必要とするため、本発明に係るニクロム合金の酸化程度の
調節を利用することにより、それぞれの要求を満たすことができる。
また、前記第一耐赤外線透光導電層２１及び前記第二耐赤外線透光導電層２２は、導電及
び耐赤外線の機能を同時に有することから、生産コスト及び本発明の厚さを低減すること
ができる。
【００１３】
　前記第一透光基板３１と前記第二透光基板３２とは、ポリエチレンテレフタラート、ポ
リエチレンナフタレート、ガラス、ポリイミド、ポリシクロオレフィンポリマー、環状オ
レフィン共重合体及びこれ等の組合せから成る化合物のいずれかとし、本実施例では、前
記第一透光基板３１及び前記第二透光基板３２の材料は、厚さ０．３ミリメートル（ｍｍ
）以下のガラスであって、フレキシブルなため、ロールツーロール方式で生産が可能であ
ることから、生産コストを低減する上、生産量を向上させることができる。
【００１４】
　また、本発明は、第一抗酸化保護層４１と、第二抗酸化保護層４２と、耐紫外線層５０
と、粘着層８０と、剥離層６０とをさらに包括し、前記第一抗酸化保護層４１は前記第一
耐赤外線透光導電層２１と前記第一透光基板３１との間に設置し、前記第二抗酸化保護層
４２は前記第二耐赤外線透光導電層２２と前記第二透光基板３２との間に設置し、且つ本
実施例において、前記第一抗酸化保護層４１と前記第二抗酸化保護層４２との材料は、二
酸化チタンを含み、酸素や水素が前記液晶調光層１０に対してダメージを与えることを防
ぐことで、前記液晶調光層１０の耐用年数を伸ばすことができ、また、前記耐紫外線層５
０は前記液晶調光層１０から離れた前記第一透光基板３１の一方に設置することで、人体
の細胞を病変させる紫外線の入射を防ぐ上、前記液晶調光層１０が紫外線の長期的な照射
によって剥離するという不具合を防ぐことができ、前記粘着層８０及び前記剥離層６０は
前記第一透光基板３１から離れた前記耐紫外線層５０の一方に順次設置し、前記剥離層６
０を剥離すると、前記粘着層８０を利用して対応する基材に貼り付けることができる。
【００１５】
　前記第一耐赤外線透光導電層２１と前記第二耐赤外線透光導電層２２とが通電していな
い場合、これ等液晶１１は、任意の方向に向いて配列されるため、入射光は外部に反射さ
れ、前記液晶調光層１０の透光度を低下させており、逆に、前記第一耐赤外線透光導電層
２１と前記第二耐赤外線透光導電層２２とが通電している場合、前記液晶調光層１０は、
外加電場を発生し、これ等液晶１１は外加電場に合わせて配向され、特定の方向に向かっ
て配列する上、前記液晶調光層１０の透光度を向上し、尚且つ異なる電圧を入力すること
により、これ等液晶１１の配向の角度を調整し、透光度の調整を行っている。本実施例で
は、これ等液晶１１を順方向配向型液晶として例示しているが、これに限定するものでは
ない。逆方向配向型液晶を前記液晶調光層１０に用いることもでき、この際、順方向配向
型液晶とは反対に、通電している場合、前記液晶調光層１０の透光度は低下し、通電して
いない場合、前記液晶調光層１０の透光度は向上している。
【００１６】
　さらに図２を参照すると、前記剥離層６０を剥離した後、前記粘着層８０を利用して本
発明を建築物上にあるガラス７０、或いはその他の採光の調節が必要な箇所に貼り付ける
ことで、前記液晶調光層１０により透光度を制御し、前記第一耐赤外線透光導電層２１及
び前記第二耐赤外線透光導電層２２を利用して赤外線を遮断し、さらに、前記耐紫外線層
５０を利用して紫外線の入射を防いでいる。
【００１７】
　さらにまた図３を参照すると、本発明に係る第二実施例の使用を示した模式図であって
、本実施例において、前記第一透光基板３１は、建築物或いは車両に応用するガラス７０
であるため、剥離層６０をさらに設置して貼り付けを行う必要はない。使用者は、異なる
使用状況に応じて、最適な実施方法を選択して取り付け及びその使用を考慮することがで
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【００１８】
　上述したことから、本発明は以下の特徴を有するものである。
　第一に、前記第一耐赤外線透光導電層及び前記第二耐赤外線透光導電層は、赤外線の入
射を防ぐことで、熱エネルギーの発生を低減している。
　第二に、前記第一耐赤外線透光導電層及び前記第二耐赤外線透光導電層は、導電及び耐
赤外線の機能を同時に有することから、生産コスト及び構成全体の厚さを低減することが
できる。
　第三に、ニクロム合金の酸化程度を調整することで、本発明に係る調光構成の色温度及
び前記第一耐赤外線透光導電層と前記第二耐赤外線透光導電層との耐赤外線の程度を調整
することができる。
　第四に、前記第一透光基板及び前記第二透光基板の厚さは、０．３ミリメートル（ｍｍ
）以下でフレキシブルなため、ロールツーロール方式で生産が可能であることから、生産
コストを低減する上、生産量を向上させることができる。
　第五に、前記第一抗酸化保護層及び前記第二抗酸化保護層は、酸素や水素が前記液晶調
光層１０に対してダメージを与えることを防ぐことで、前記液晶調光層１０の耐用年数を
伸ばすことができ、尚且つ二酸化チタンを前記第一抗酸化保護層及び前記第二抗酸化保護
層に利用することで、本発明の耐紫外線能力を向上させることができる。
　第六に、前記耐紫外線層は、人体の細胞を病変させる紫外線の入射を防ぐ上、前記液晶
調光層１０が紫外線の長期的な照射によって剥離して使用不可能にしているという不具合
を防ぐことができる。
【００１９】
　　なお、上述した本発明に係る詳細な説明は、本発明の好ましい実施例に過ぎず、本発
明が請求する範囲を限定するものではない。本発明が請求する範囲に基づいて行われた変
更及び修正等は、本発明に係る請求の範囲に属するものである。
【符号の説明】
【００２０】
　１０　　液晶調光層
　１１　　液晶
　２１　　第一耐赤外線透光導電層
　２２　　第二耐赤外線透光導電層
　３１　　第一透光基板
　３２　　第二透光基板
　４１　　第一抗酸化保護層
　４２　　第二抗酸化保護層
　５０　　耐紫外線層
　６０　　剥離層
　７０　　ガラス
　８０　　粘着層 
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